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設備の事業供用年度と税制措置適用年度が
不一致となる場合があります。

12 月
決算

2014 年度 2015年度

2014 年度に税制措置適用 2015年度に税制措置適用

2014/1/20 2014/3/31 2014/12/31 2015/3/31

3 月
決算

2014 年度2013年度 2015年度

2014 年度に税制措置適用 2015年度に
税制措置適用

2014/1/20 2014/3/31

税制措置適用年度が不一致

2014/12/31 2015/3/31

適用外

適用外

生産性向上設備投資促進税制

ボイラを導入するチャンスです！

即時償却または税額控除5%
特別償却50%または税額控除4%

［平成 26年 1月 20日から平成 28年 3月末日まで］

［平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月末日まで］

特別償却100%または税額控除 7～10%
［平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月末日まで］

※資本金により変動

※

設備投資をお考えの皆さまへ

生産性向上設備投資促進税制

中小企業投資促進税制(上乗せ適用 )

エクオス・リンクス
EQRHシリーズ

スーパーバコティンヒータ
GTLシリーズ

スーパーエクオス
EQiシリーズ

2014年 4月 1日を含む事業年度が、実際に税制措置を初めて受けられる年度です。
したがって、2014年 3月 31日までに終了する事業年度にて対象設備を取得等し、事業に供用した場合は、
その年度では税制措置が受けられず、翌事業年度にまとめて税制措置を受けることになります点をご留意ください。
具体的には、下記事例のとおり、12月決算については2014年 3月末までに行った投資について2014年度に
税制措置を適用できますが、3月決算については2014年 3月末までに行った投資について2013年度分は
税制措置を適用できません。この場合、2014年度に2013年度分とまとめての措置が適用されます。

（最新モデル）

NIPPON THERMOENER（THAILAND）CO.,LTD.

(026)286-0341



「生産性向上設備投資促進税制」を活用して
ボイラを導入するチャンスです！

お客様のお手続き範囲は以下のとおりです。

お客様が「中小企業者※」に該当する場合は
「中小企業投資促進税制」が上乗せされます。

対象設備

最新設備の要件

対象設備

生産性要件 対象設備のうち、旧モデルと比較し、生産性が平均 1％ポイント以上向上していること。

指標 ①単位時間当たり生産量　②精度　③エネルギー効率　等

確認方法

税制措置
即時償却または税額控除 5%

特別償却 50%または税額控除 4%
［平成26年 1月 20日から平成 28年 3月末日まで］

［平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月末日まで］

①証明書発行依頼

お客様の
お手続き範囲

②設備の確認・証明書発行依頼

③証明書発行

報告

④証明書転送

⑤税務申告の際、確定申告等に証明書を添付

※資本金 1億円以下の法人等及び個人事業主

※200％定率法の場合 ( 資本金 )
1億円

( 資本金 )
1億円 3,000 万円

7％

10％100％

50％

20％

経済産業省

所轄の税務署

即時償却または税額控除(上乗せ )※
［平成 26年 1月 20日から平成 29年 3月 31日まで］

※資本金3,000 万円以下：10％　資本金 3,000 万円超 1億円以下：7％
詳しくは経済産業省ホームページ等をご確認ください。

税制措置

EQi-2000NM/LM

EQi-2500NM/LM

EQi-2501KM/AM

EQRH-750NM/LM

EQRH-1000KM/AM

EQRH-1001NM/LM

GTL-300

GTL-400

GTL-500/GTLH-500

EQi-3000NM

EQi-6000/EQiH-6000NM

GTL-630

GTL-800

○機械装置：160万円以上（1台若しくは 1基又は一の取得価格）
○建物付属設備：120万円以上（一の取得価格）

お客様 工業会等

⑤税務申告の際、確定申告等に証明書を添付

特別償却割合上乗せ
[ 上乗せ措置 ]

（即時償却）

控除割合上乗せ
[ 上乗せ措置 ]

3％

控除割合上乗せ
[ 現行措置 ]

7％
税額控除適用
対象法人の拡大

[ 上乗せ措置 ]
特別償却

普通償却

[ 現行措置 ]

30％

特別償却 税制控除

平成26年 1月20日に「産業競争力強化法」が施行されました。また同日より、日本経済の発展を
目的として、「生産性向上設備投資促進税制」が適用されることとなりました。
この税制の具体的な内容は、同税制の定める「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に
資する設備」など、事業者の生産性向上につながる質の高い設備投資を促進するための税制措置
です。日本サーモエナーの産業用ボイラは、この税制では『生産性の高さ』という理由により、
「先端設備」に該当します。新たな設備投資を行う好機として、「生産性向上設備投資促進税制」を
活用してボイラ導入をご検討ください。

「機械及び装置」その他特に対象とすべき設備として列挙するもののうち、
最新モデルかつ取得価格が一定額以上のものに限る。
一定の生産性向上を要件とする。

税制措置の対象となることの確認は、工業会等が各設備メーカーの申請により証明書を
発行。ユーザーは確定申告時に税務署へ証明書を提出。

（最新モデル）

選択適用


